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◆2025 年 1 月号◆ 

行 事 内 容 月 日 ： 時 間 場 所 備 考 

ものづくり班 1/9（木）・17（金）・21(水)・28(火)       10：00～16：00 センター 見学自由 

着付け教室 1/20(月)・27(月)                   10：00～12：00 センター 月 3,000 円 

パソコン教室 火・木曜日          9：30～11：30・13：30～15：30 センター １回 2,200 円 

ﾊﾟｿｺﾝ入門講座 1/9(木)・23（木）                   12：30～15：30 センター 要予約 

お申込み・問い合わせはシルバー事務局まで TEL:06-6998-3601 1 月の予定 

新年あけまして  

おめでとうございます 

会員の皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げますとともに、

平素は、当センターの事業推進に格別のご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。 

さて、本年の干支は「巳」ですが、蛇は、七福神の一人であり、学問・音楽・財運・幸福を与える

天女「弁財天」の使いとしてともに祀られることも多く、「福」を連れてきてくれる象徴であると言

われています。 

また、脱皮をする蛇のイメージから巳年は、「復活と再生」を意味し、新しいことが始まる年にな

るとも言われています。 

守口市シルバー人材センターも「コロナ禍」の影響により、会員数の減少が続く中、新しい時代に

あったセンターへと「復活と再生」する機会ととらえて、皆さまの賛同を得ながら積極的に 

チャレンジしていきたいと考えています。  

結びに、本年が皆様にとりまして、「実（巳）を結ぶ」年となり、たくさんの福を 

よび込む年になりますようお祈り申し上げます。       

 職員一同 

自転車に対する道路交通法が厳しくなっています。 

酒気帯び運転及び幇助 

違反者と自転車を提供した者には 3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金 

酒類の提供者・同乗者には    2 年以下の懲役または 30 万円以下の罰金 

運転中のながらスマホ 6 月以下の懲役または 10万円以下の罰金 

危険を生じさせた場合 1 年以下の懲役または 30万円以下の罰金 

1 月 11 日(土)に当センターの新年会を開催します。 

ご来場の際は、徒歩又は公共交通機関等をご利用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所業務時間外の緊急連絡先  070-1303-1413 

令和 7 年 1 月 7 日発行 

公益社団法人守口市シルバー人材センター 
〒570-0097 守口市桃町 3 番 30 号 
TEL：06-6998-3601 FAX：06-6998-3659 
Mail moriguchi@sjc.ne.jp 
https://webc.sjc.ne.jp/moriguchi/ 

◆2025 年 1 月号 

 

いよいよです！ 
 
1月17日に長さコン
クールがあります。 
結果は来月号に掲載
しますね。 

今回は初心者向けの 

「8式太極拳」。 

何気ない一つ一つの 

形にも全て技があり、ゆったり・ゆっくりした動作

が見た目以上に手足・お尻がプルプルし、又、手を

動かせば足がある事を忘れ、足を動かすと手を忘

れ、自分でも左右がわからなくなったりし、笑いが

絶えない時間を過ごしました。 

女性部主催 

講師：中国友好太極拳本部指導員 

内藤 正博氏 

土から大根が顔を出してい
ますね。 
なが～い大根ができている
んだろうなぁ…わくわく 
 
収穫は 1 月 16 日の予定で
す。 

令和 6年度の会費が未納の方は 

至急、事務局までご持参ください。 

 

シルバー人材センターでは 4月から翌年 3月までを 1会計 

年度とし、 を納めていただきます。 

派遣で就業の方(毎月 25 日に 
大阪府シルバーより振込のある人)は 
必ず事務所へご持参下さい。 
（令和 7 年度分会費 受付けます） 

会費の納入がないと 
お仕事が続けられません。 

会費(2,400 円)の使途について 

・会員の皆さんの就業に係る傷害・賠責

保険料(9 割超)に費やしています。 

会員登録は自動更新となるため、令

和 7 年 4 月 1 日以降の会員継続を希

望しない方は、3 月 31 日までに退会

の手続き（退会届の提出）をお願い

します。4月 1日に在籍されている方

は就業の有無に関係なく会費納入の

義務が発生します。 

※注意：仕事が終了してもセンター

の退会にはなりません。 

元気な葉っぱが空に 

向かって伸びています 


